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（目的）

第１条 障がいのある人の公正・平等の取り扱い，差別の禁止，虐待の防止及び支援・合理的配慮について定め，障がいのある人の人格及び人権が

尊重されること，また，障がいのある人を取り巻く状況について理解を深めることを目的とする「（仮称）障がいのある人もない人も一人ひとりが大切に

されいかされる新潟市づくり条例（以下「基本条例」という。）」の検討を行うため，基本条例検討会（以下「検討会」という。）を開催する。

（検討事項）

第２条 検討会は，次に掲げる事項について検討する。

（１）基本条例に関すること

（２）その他必要事項

※想定している具体的な検討事項

①基本条例の必要性・独自性

②差別解消法の分析

③差別事例の分析

④条例案の検討

⑤紛争解決の仕組み など

（役割）

１．提言書・意見書及び障害者差別解消法の分析を行うともに，基本条例の目的・必要性・独自性について検討すること

２．差別事例の分析を行い，「何が差別と感じられ，どのような生きづらさを感じているか」共通認識を持つとともに，その解決方法について議論

すること

３．「中間とりまとめ（案）」について議論すること

４．「条例（案）」について議論すること

※ 市が「条例（案）等」を作成するにあたり，基本条例に関する様々な事項について議論すること。

議決手続きによる意見集約など組織体としての意思決定を行う手続きはできない。

（委員の任期） 平成25年6月1日～平成26年5月31日

【資料１－①】

（仮称）障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会について



条例検討会スケジュール（予定）

回数 日 程 検 討 内 容 備 考

第１回 平成25年 6月20日（木）

○座長及び副座長の選出

○検討会の役割及び今後の進め方について

○提言書・意見書について

○差別解消法について

第２回 平成25年 7月18日（木）
○差別事例の分析

検討分野：①福祉，②医療，⑧情報・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

第３回 平成25年 8月22日（木）
○差別事例の分析

検討分野：④労働，⑥建物・公共交通，⑦住宅

第４回 平成25年 9月19日（木）
○差別事例の分析

検討分野：③商品販売・ｻｰﾋﾞｽ提供，⑤教育，⑨その他

第５回 平成25年10月17日（木） ○「中間とりまとめ（案）」について

第６回 平成25年11月21日（木） ○「中間とりまとめ（案）」について

【各区で市民との意見交換会】

【市が「条例（案）」を策定】

第７回 平成26年前半 ○「条例（案）」について

第８回 平成26年前半 ○「条例（案）」について

第９回 平成26年前半 ○「最終とりまとめ（案）」作成

※国の関係法律の動きにより，スケジュールの見直しを行う場合がある

各検討分野に係る

関係課及び関係団体へ

参加を依頼予定

１
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(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされ 

いかされる新潟市づくり条例検討会委員名簿 

 
氏  名 所  属 役  職 

1 石川 渉 (特非)新潟市ろうあ協会 厚生福祉部 

2 伊東 佳寿子 公募委員   

3 片桐 洋子 公募委員   

4 金子 誠一 新潟ＳＣＤマイマイ  会長 

5 川崎 英司 (福)とよさか福祉会 事務局長 

6 熊倉 範雄（副座長） (福)新潟地区手をつなぐ育成会 会長 

7 小泉 一樹 新潟県弁護士会 弁護士 

8 佐藤 佐智夫 (一社)新潟県経営者協会 事務局長 

9 佐藤 洋子 新潟人権擁護委員協議会 啓発委員会委員長 

10 正道 沙織 (特非)にいがた温もりの会 運営委員 

11 白柏 麻子 (一社)新潟市医師会 理事 

12 竹田 一光 
(公社)新潟県社会福祉士会  

権利擁護センター ぱあとなあ新潟 
代表 

13 田中 伸至 新潟大学法学部 教授 

14 遁所 直樹 (福)自立生活福祉会 事務局長 

15 長澤 正樹（座長） 新潟大学教育学部 教授 

16 長谷川 イミ 新潟市身体障害者福祉協会連合会 
新潟市身体障害者連合
会委託事業経理部長 

17 長谷川 美香 (有)ミカユニバーサルデザインオフィス 代表 

18 保坂 健一 新潟交通(株) 乗合バス部長 

19 桝屋 清則 (特非)にいがた・オーティズム   

20 松永 秀夫 (福)新潟県視覚障害者福祉協会 理事長 

（敬称略，五十音順） 
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平成２５ 年５月３ １ 日 

新 潟 市 

 

新潟市・アイエスエフネットグループ・にいがたパイロットクラブ 
による障がい者雇用創造プロジェクト協定書 

  
新潟市とアイエスエフネットグループ及びにいがたパイロットクラブは、障がい者の雇用

拡大に向け、就労支援体制の強化・充実並びに障がい者の一般雇用創出に向けた様々な取り

組みにおいて協力するとともに、地域経済の振興と地場産業の発展に寄与することを目的と

して三者によるプロジェクトについて連携協定を結びます。  

 
１ 障がい者雇用の創出と中心市街地のにぎわい創り 

アイエスエフネットグループは、中心市街地において、自らの事業活動に基づき、新たな

雇用とにぎわいの創出を図り、新潟市は障がい者や関係者へ積極的に情報提供と協力依頼を

行います。 

 
2  事業運営に関する関係団体、地域住民の協力体制構築  

にいがたパイロットクラブは、支援に必要な人材の確保や、生産品目の流通支援や拡大に

ついて、関係団体や地域住民との協力体制の構築に取り組みます。 

  
3  障がい者の雇用の定着・拡大に向けた研究・検討 

  三者は、新潟らしさ・地域の産業を活用した障がい者雇用の選択肢拡大や、居住提供に  

よる安定した雇用の創出、さらに、就労困難者の雇用拡大について研究・検討を行い、実現

を目指します。 

  
平成２５年５月３１日 

新潟市長     篠 田   昭（直筆） 

 

アイエスエフネットグループ代表    渡 邉 幸 義（直筆） 
 

にいがたパイロットクラブ会長     江 口   歩（直筆） 

報 道 提 供 資 料 

【資料１－②】
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協定による具体的な取り組み 

 平成２５年度予定 

「㈱アイエスエフネットライフにいがた」設立 

・就労移行支援事業（20 名）就労継続支援Ａ型事業（20 名） 

「匠カフェ」・お弁当センターの運営      

・中心市街地で障がい者が働くカフェを設置し、市民のコミュニケーションの場を創出

する。 

・地元野菜を取り入れた弁当製造部門を併設。周辺オフィスビル等への配達販売を行う。 

コールセンター事業など順次事業拡大 

・コールセンター事業 ・就労継続支援Ｂ型事業（重度障がい 20 名） 

障がい者雇用の PR イベント、フォーラムの開催 

・本人/保護者、福祉事業所、特別支援学校、企業、住民参加による気運醸成を図る。 

  

 今後の障がい者雇用の定着・拡大に向けた研究・検討 

   ・通勤負担を緩和した、職-住近接のグループホームの設置 

・アグリパークなどを活用した農業分野への就業促進 

・シングルマザーなど就労困難者への雇用の場の創出（スタッフとして雇用） 

  

 

協定内容の役割 

  新潟市 ／ 利用者、支援者への情報提供 地域の関係機関との連絡調整 

  アイエスエフネットグループ ／ 雇用の場の創設 支援技術提供 支援者の育成 

  にいがたパイロットクラブ  ／ 事業関係者、地域との協力体制構築 

 

 

 
 
 

〈問い合わせ先〉 
新潟市福祉部障がい福祉課  課長補佐 山田／主幹 小林  電話 025-226-1235 



市報にいがた　　　平成25年7月7日

【資料１－③】
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新潟を拓く１０大プロジェクト



■ 大農業都市・新潟にふさわしいプロジェクトとして

新潟を拓く１０大プロジェクト新潟を拓く１０大プロジェクト

②② 食育と全小学生の農業体験食育と全小学生の農業体験

■ 拠点インフラや広域ネットワークの強化
■ 首都圏等の代替・バックアップ機能

①① 防災・救援首都防災・救援首都

■ 「日本海拠点」と「田園文化」の２つの都市像を
つなぐプロジェクト

■ 新潟を６次産業化の基地に

■ 大農業都市・新潟にふさわしいプロジェクトとして
全国初の取り組みを１年後に本格スタート

■ 教育ファームにつなげる

③③ ニューフードバレーニューフードバレー

６



新潟を拓く１０大プロジェクト新潟を拓く１０大プロジェクト

■ バス路線の抜本的再編
■ ＢＲＴ（次世代型バスシステム）の導入

④④ 持続可能な公共交通体系を構築持続可能な公共交通体系を構築

■ 新潟駅連続立体交差事業・

⑤⑤ まちなか再生・都心軸の明確化まちなか再生・都心軸の明確化
新 駅 続 交差
万代広場整備等との連携

■ 各区のまちなかの魅力づくりの推進

⑥⑥ 在宅医療・介護の充実在宅医療・介護の充実
■ 住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり

■ モデル的な職場づくりの支援や目標数値の設定

⑦⑦ 障がい障がい者施設・雇用の充実者施設・雇用の充実



新潟を拓く１０大プロジェクト新潟を拓く１０大プロジェクト

■ 拠点性の強化と雇用の拡大を目指す

⑧⑧ 航空機部品産業の本格育成航空機部品産業の本格育成

⑨⑨ 創造都市づくり創造都市づくり
食のユネスコ創造都市ネットワーク登録食のユネスコ創造都市ネットワーク登録

■ 食文化を活用した創造的なまちづくりで
地域活性化へ

⑩⑩ 新潟にふさわしい新しい都市制度確立新潟にふさわしい新しい都市制度確立

■ 目指すべき大都市制度の実現に向けて
教育・人づくりと地域内分権の深化、区政創造を推進

７
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平成 25 年「まちづくりトーク 東区」における障がい福祉に関する市長発言 

 

日時：平成 25 年 6 月 2 日（日）   

場所：東区プラザ 

※まちづくりトーク 

   市民の皆さんと市長が話し合って、市民の皆さんの声を市政に反映させる目的で各区で実施 

 

 

発言者 

 

 公民館が有料になり、ごみ袋も有料化している。もぐらの家は予算の関係でスプリン

クラーがつけられず、火事になり、1 人の方が亡くなっている。市の財政が困難ならば、

ごみ袋の有料化も公民館の有料化も仕方ないと思うが、細かいところに配慮いただくよ

うな、市の財政であってほしい。 

 

市長 

 

 合併建設、あるいは駅周辺の整備といった大事業を行いながら、財政については、次

のまちづくりに大きな影響が出ないように、当初の計画より抑えて、財政規律を守りな

がら行っている。 

 もぐらの家のことは大変残念であった。スプリンクラーの設置については、新潟市も

負担しているが、事業者にも負担が出るので、足踏みをされていた。そういう部分があ

ったので、すべての障がい者施設にアンケートを取り、具体的な方向がかなり出てきた。

新潟市の支援と事業者で取り組めるものが、かなりを占めるので、取り組めないところ

をどうしていくか、今後、詰めていきたいと思う。 

 これまでは、高齢者福祉、子育て支援に大きなエネルギーを使ってきた。そのことも

あり、子育て支援は、新潟市が全国で最も子育て支援にやさしいという外部評価をいた

だいた。高齢者支援も、特別養護老人ホームの前倒しを、これほど大きなスケールでや

っているところはないと、全国的な評価を受けている。現在は、障がい者福祉に力を入

れることができるようになったので、さまざまなご意見をこれからもいただきたい。 
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難病患者向け障がい福祉サービスについて 

 

○ 目 的 

 

制度の谷間のない支援を提供するため，Ｈ25.4.1「障害者総合支援法」において、

障がい者の定義に難病等が追加され、障がい福祉サービスの対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 概 要 

 

（１）対象者：難病患者（身体障害者手帳の有無にかかわらず，診断書又は特定疾患医療

受給者証により難病患者と確認できる者） 

（２）手続き：障害程度区分認定が必要(日常生活用具，補装具を除く。) 

（３）窓 口：区健康福祉課健康増進係 → 障がい福祉係 

（４）その他：［国］難病患者等居宅生活支援事業は H24 年度で廃止 

       （ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業，短期入所事業，日常生活用具給付事業） 

 

○ 特定疾患医療受給者のうち障がい者手帳所持者 

 

   特定疾患医療受給者（5,939 名）のうち，高齢者及び障がい者手帳所持者は 3,387 名

（57.0％）。 

    

特定疾患医療受給者 5,939 名

うち高齢者，障がい者手帳所持者 3,387 名 ⇒
[介護保険や障がい福祉サービ

スを利用可能] 

 ① 高齢者(65 歳以上) 2,758 名  
 

 ② ①を除く障がい者手帳所持者 629 名 ①を含む手帳所持者 1,732 名 

  身体障害者手帳所持者 576 名 身体        1,669 名 

  療育手帳所持者 21 名 療育         23 名 

  精神障害者保健福祉手帳所持者 32 名 精神         40 名 

   ※制度の優先度：高齢者 ＞ 障がい者 ＞ 難病患者 

 

○ 広報 

  ・市報にいがた掲載（H25.4） 

  ・各区役所にて広報用チラシ（別紙）を配布 

  ・特定疾患医療受給者全員へチラシを送付（H25.6） 

市町村の任意事業である難病患者等居宅生活支援事業は，実施する自治体が４割程度に

留まっており，サービスを受けられない地域が多くあった。 

一方，障がい者向けの同種サービスは全国で受けることができる。 

  障がい福祉サービスに移行することで，全ての地域でサービスが受給できる。 

（新潟市では既に難病患者等居宅生活支援事業は実施済だった。） 

【資料１－④】
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○ 改正に対する市の取組み内容 

  ・難病患者にかかる短期入所事業に対応するため，市民病院を事業者指定。 

  ・日常生活用具給付事業の給付対象者に難病患者を追加。（要綱改正） 

 

○ 難病患者等居宅生活支援事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※H24 年度までは，難病患者等日常生活用具給付事業にて給付 

 

事務事業 H23 H24 H25(6.30 現在) 

ホームヘルプサービス 実利用者 1 0 0 

派遣日数 36 0 0 

短期入所       延人数 7 3 0 

           延日数 41 18 0 

日常生活用具     実利用者 4 8 1 

           件数 4 19 1 

補装具※       実利用者 ― ― 0 

           件数 ― ― 0 
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「障害者支援区分」への名称・定義の変更
「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、その定義を「障害者等の障害の多様な特性
その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとし
て厚生労働省令で定める区分」とする。【平成２６年４月１日施行】

改正内容① 「障害支援区分」への変更
「障がいの程度（重さ）」ではなく、標準的な支援の必要の度合いを示す名称へ変更

改正内容② 知的・精神障がいの特徴の反映
問題点： 知的・精神障がいについては、コンピュータ（一次判定）で低く判定される傾向があり、

専門家の審査会による二次判定で引き上げられている割合が高い。
⇒ 障害支援区分の認定が知的・精神障がい者の特性に応じて適切に行われるよう、

区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずる。

改正内容③ 今後の給付
問題点： 障がい児・者の社会的状況（介護者，居住の状況等）を考慮すべき。

⇒ 法の施行後３年を目途として、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に
ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

「障害支援区分開発に係るモデル事業」

障害支援区分の開発にあたり、見直しを行った調査項目及びコンピュータ判定式の検証及び新た
な認定調査・審査判定の仕組みを試行的に実施。
全国約１００市町村で実施。
新潟市 ３障がい×６区分×１件＝１８件実施
≪106項目⇒80項目≫

例①食事を食べやすくする等の支援を含む。 【着眼点拡大】
②危険な行為の認識（走っている車の前に飛び出さない等）
を追加。【新規着眼点】

【資料１-⑤】
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